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2017年 7月 20日 

組合員様へご報告 

「青森県消費生活センター移動消費生活講座」 

                          組合員サービス課 

               澁 谷  賢 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 6月 27日（火）13：30より、アスパム６Ｆ「八甲田」におきまして、 

青森県消費生活センターより講師をお招きして、「移動消費生活講座」を開

催いたしました。当日は、44名の組合員さんにご参加いただきました！ 

・知って得する食品表示 ・食生活向上の知識について  

この 2つのテーマを寸劇を交えて講演頂きました!! 

開会の挨拶をする平野理事長 
司会進行 組合員サービス課澁谷 

講師の左から坂本さん 田中さん 
皆さん真剣な表情で聴講されておりました！ 

生活に直結する講座内容ということで、参加者の皆さんは真剣な表情で聴講

されておりました。講師にお招きした青森県消費生活センターの田中栄子さ

んと坂本久美子さんは、非常に分かりやすいお話と寸劇で、消費者が商品購

入の際にパッケージだけにとらわれずに、食品表示をしっかりと見て購入す

る事が大切であるという事を重点に置き説明していただきました。 
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消費生活相談・教育啓発専門員 田中栄子さん 消費生活主任相談員 坂本久美子さん 

非常に愉快な寸劇で分かりやすく説明していただきました！ 

特に、インターネットでダイエット食品を購入した事例では、「これを飲め

ば痩せる！」という文字にだまされることなく冷静な判断が必要と述べて

おりました。結局、食事に置き換えて飲んでもお腹がすいて何かを食べ、

結局痩せない・・・などのトラブルがあるようです。 

また、支払いに関しても初回無料などの文言につられてつい購入してしま

い、2回目以降高額な代金が発生するという事例もあるようです。 

商品購入の際には、簡単な文言に騙されずに、消費者のしっかりとした判

断が求められる時代になってきたようです。 

商品購入の際は、しっかりと見極めを行いましょう！ 
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消費者庁啓発広告より 
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消費者庁啓発広告より 


